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日時   令和６年８月 21日（水）午前９時 30分から  

 

場所   茨城労働局  ２階会議室  

 

出席者  公益代表委員   井 出  晃 哉 

            菅 野  雅 子 

            清 山  玲 

            野 村  貴 広 

            松本  理佳子 

 

    労働者代表委員  大 森  玄 則 

            小 坂  祐 之 

            宮 下  有 一 

 

    使用者代表委員  遠 藤  隆 光 

            澤 畑  英 史 

            舟 木  健 生 

            水 出  浩 司 

            柳 瀬  香 織 

 

    茨城労働局    局 長  澤 口  浩 司 

            労働基準部長  江 口  勇 次 

            賃 金 室 長  川 野  義 光 

            室 長 補 佐  鈴 木  洋 昭 

            賃 金 係  佐 藤  瑞 己 

 

議事次第  

（１）異議申出審議  

（２）その他  
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補  佐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長  

 

 

 

賃金係  

 

 

 

 

 

会  長  

 

 

 

 

全委員  

 

会  長  

 

 

 

本日はお忙しい中、ご出席を賜りまして、誠にありがと

うございます。ただ今から、令和６年度第４回茨城地方最

低賃金審議会を開催いたします。本日は、都合により労働

者代表委員の黒澤委員、星野委員が欠席となっております

が、最低賃金審議会令第５条第２項の規定により 、委員総

数の３分の２以上の必要定数を満たしておりますので、本

審議会が有効に成立していることをご報告申し上げます。

それでは、当審議会の議事進行を清山会長にお願いいたし

ます。  

 

皆様、暑い中ご参集くださいましてありがとうございま

す。さっそく議事に入ります。全国の最低賃金の改正状況

について事務局に説明をお願いします。  

 

説明いたします。皆様のお手元にこちらの全国の最低賃

金の決定状況の一覧を資料とは別にお配りさせていただい

ております。詳細な説明は省略させていただきますが、参

考にご覧いただければと思いますので、よろしくお願いい

たします。  

 

当審議会が答申を出して以降、かなり高い水準の答申額

が出ているところがあります。ご覧になっていただくとい

いかなと思っています。この資料につきまして、何か質問

等ございますか。  

 

（質問等なし）  

 

それでは、議題（１）の異議申出審議に入ります。８月

５日に局長に答申いたしました茨城県最低賃金の改正決定

に係る当審議会の意見に対する異議の申出について、８月

20日までに茨城県労働組合総連合関係を含め合計６件の異
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賃金係  

 

 

 

会  長  

 

 

 

室  長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議申出書が局長あてに提出されましたので、この件につい

て審議をお願いすることになります。まず、この異議申出

書の提出に伴って、局長から諮問がございます。事務局か

ら諮問文の朗読をお願いします。  

 

（諮問文の朗読）  

 

（局長から会長に諮問文を手交）  

 

ただ今、局長から当審議会に対して、異議申出書につい

て諮問がありましたので審議いたします。事務局にまず説

明をお願いします。  

 

それでは、私の方からご説明させていただきます。  

異議申出書の前に、茨城県労働組合総連合様から７月 31

日の審議会資料№ 14の意見書の追加として、 832筆の署名が

追加されておりますので、ご報告いたします。  

ただ今、会長からご説明がありましたように６団体から

異議申出書の提出がありました。異議申出の内容につきま

しては、資料№１の 303ページから資料№６の 310ページに

なりますが、異議申出書を昨日受理した後、委員の皆様に

は直ちに異議申出書を情報提供しておりますので、この場

におきましては、異議申出のあった団体名のみご紹介させ

て い た だ き ま す 。 ご 理 解 の ほ ど よ ろ し く お 願 い い た し ま

す。まず、茨城県労働組合総連合様。なお、この後、提出

団 体 か ら の 陳 述 が あ り ま す 。 茨 城 県 自 治 体 労 働 組 合 連 合

様。この後、提出団体からの陳述があります。全日本年金

者組合茨城県本部様。茨城県高等学校教職員組合様。全労

連・全国一般労働組合茨城地方本部様。全日本建設交運一

般労働組合茨城県本部様。以上、６団体の異議申出書が提

出されております。  
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会  長  

 

 

 

 

 

 

会  長  

 

 

岡野陳述人  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回の審議会で異議申出があった場合には、申出者から

意見聴取することに決定しております。意見陳述人から意

見聴取を行いたいと思います。事務局で準備をお願いしま

す。  

 

（陳述人①、傍聴席から移動し着席）  

 

陳述人の方は、氏名、団体名を述べてから５分程度で異

議について説明をお願いします。  

 

皆さん、おはようございます。茨城労連の事務局長をし

ています岡野といいます。よろしくお願いします。また、

本日はこういう機会をいただきまして、ありがとうござい

ます。  

８月５日の 52円引き上げて 1,005円にするという答申につ

いては、目安額より２円アップの 52円引上げは関東圏では

見られない引上げ額であり、審議会の皆さんのご奮闘に敬

意を表したいと考えています。このことだけは、きちんと

言わないといけないと思ってきたところです。ただ、大井

川知事もコメントを出されていますけれども、私たちとし

ては、今の物価高の中で、生活が非常に困難になってしま

っている中で、 1,005円では納得できる金額ではないという

ことをこれからお話していきたいと思います。  

私たちが 12月に毎年行っている公契約アンケートという

市町村の会計年度任用職員のアンケートがあるのですけれ

ども、全職員の 42.3％であって、昨年は 12月以降改定され

た の で 、 平 均 と して は 1,019円 で した 。 ま ず 、 問 題 とし て

は、会計年度任用職員の 80.9％が女性であるというところ

で、これは非正規労働者の多数を女性が占めるという現状

の中で、男女間の賃金格差が大きな政治問題になっていま
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す が 、 男 女 間 の 賃 金 格 差 を 作 っ て い る 大 き な 原 因 の 一 つ

が、最低賃金の低さであり、看護や介護、保育などのケア

労働者の賃金が低いことは、健全な日本社会の継続にも関

わる重大な問題だと考えています。現役世代だけではなく

て、いわゆる高齢女性の年金生活者にとっても、低年金の

中で働かざるを得なくなっています。そういう人たちが結

果的に生活できないという状況なっていますので、特に、

非正規労働者、女性の低賃金の問題を改善するためにも最

低賃金の引上げが非常に重要だし、 1,005円に留まるのでは

なくて、やはり私たちとしては段階的に 1,500円を目指して

いただきたいということで、異議を申し上げます。  

そ れ か ら 、 最 低 賃 金 が 全 国 一 律 制 で は な い と い う こ と

で、私たちとしては、審議会として国に制度の変更を求め

ていただいた上で、全国一律制を実現して労働者の県外流

出を食い止め、人手不足を解消してほしいというところで

す。今年の目安は、ＡからＣ全部 50円でしたけれども、こ

れまでの格差が残っているので、結果的に茨城でも、例え

ば取手のような県南地域で言えば、千葉や東京の方に労働

者が流出してしまっています。これは、７月 31日に自治労

連、医労連の方からもそういう話があったとおりです。特

に、最低賃金が高いところほど時給が高いというケースが

あるので、取手あたりの高校生とか若者は千葉や東京の方

に行ってしまって、結果的に茨城県の県南地域では人手不

足が深刻になってしまっています。それから、茨城と東京

の生活費の問題ということも考えると、確かに住宅費が東

京は高いというのはわかるのですが、茨城では逆に車がな

いと生活できないという中で、車の維持費、ガソリン代と

かなどは上がっているので、やっぱり全国一律制にしてい

くということが非常に重要だと考えていますので、よろし

くお願いします。  

それから３番目は、専門部会は公開の場で審議を行って
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会  長  

 

 

全委員  

 

会  長  

 

 

 

 

会  長  

 

 

柿沼陳述人  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くださいということです。これについては、そこに書いて

あるとおりに考えていますので、また来年度以降の最低賃

金の審議にあたっての検討事項という形で考えていただけ

ればと思います。私の方からは以上です。  

 

ありがとうございました。ただ今の陳述について、何か

ご質問やご意見はございますか。  

 

（意見・質問等なし）  

 

はい、ありがとうございます。  

 

（陳述人①退席、傍聴席へ）  

（陳述人②、傍聴席から移動し着席）  

 

それでは、陳述人は、氏名・団体名を述べてから５分程

度で異議についてご説明をお願いします。  

 

私、茨城県自治体労働組合連合の書記長をしております

柿沼と申します。７月 31日の第２回の審議会に引き続きま

して陳述の場を設けていただきまして大変感謝しておりま

す。ありがとうございます。まず、先ほど岡野の方からも

話がありましたけれども、茨城は 52円引き上げる答申額と

いうのは、関東地方では唯一というところと、ついに隣の

栃木県よりも１円ですが高い額となったということは、審

議会の皆様のご尽力の賜物だと思っております。これにつ

きまして、まずはお礼申し上げます。ありがとうございま

す。ただ、しかしながら、これは知っておいていただきた

い事実としてお話させていただくのですが、 305ページの異

議申出書に則って説明したいと思います。我々公務労働者

の賃金は、ご存じの方もいらっしゃるとは思いますが、８
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月８日に人事院から国家公務員に対する給与勧告が行われ

ました。その中で、来年度から地域手当の級地、支給率の

見直しということで勧告がございまして、それにより本県

では水戸をはじめ全部で 10の市が支給率マイナスとなって

しまいました。民間、公務問わず多くの職場で賃上げとな

っている昨今の流れに逆行する実質賃下げの強要が国によ

って行われるという異常事態だと思います。こちらは、茨

城に限ったことではなく、全国で 135の市町村が同様の賃下

げ強要を受けることになります。次のページの表、ちょっ

と分かりづらくて申し訳ないのですけれども、まず一番左

が 新 た に 人 事 院 か ら 勧 告 さ れ た 都 道 府 県 単 位 の 支 給 率 で

す。それによってプラスとなる市町村の数、現状維持の市

町村の数、マイナスになる市町村の数を書かせていただき

ました。茨城は先ほどお話ししましたように、マイナスに

なる市は 10ですけれども、隣の埼玉は 24ございます。その

一方、東京はすべての市町村で現状維持もしくはプラスと

い う こ と で 、 マ イ ナ ス に な る 市 町 村 は 一 つ も ご ざ い ま せ

ん。その下の神奈川についても、鎌倉市だけマイナスとな

って、あとはほとんどプラスです。少なからず、最低賃金

と地域手当の支給率というのは、ある程度の相関関係がみ

られるのではないかということをこの表を作ってみて感じ

たところです。改めて、最低賃金の全国一律制の実現とい

うのは、この地域間格差を無くすためには絶対条件だとい

うことで、今回の人事院勧告の結果を見て強く主張させて

いただきたいところです。こちらの人事院勧告というのは

国家公務員に対する勧告ですけれども、地方公務員につい

ても国準拠との考え方から、ほとんどの自治体でこの勧告

を 準 用 さ れ ま す 。 さ ら に 、 こ の 地 域 手 当 の 級 地 と い う の

は、地方交付税にかかる普通態容補正の他、介護報酬に係

る地域区分や、保育所運営費の単価等に係る地域手当の級

地など様々なことに利用されていますので、公務労働者の
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会  長  

 

 

全委員  

 

会  長  

 

 

 

 

会  長  

 

 

給与に留まらず、様々な業種の賃金や、地域全体の住民生

活においても大きな影響を及ぼすと考えていることを改め

て主張させていただきます。一刻も早い最低賃金の全国一

律制の実現に向けて、 52円を上回る大幅な引上げ額となる

よう再審議を求めるところです。先ほど、事務局の方から

もお話があったと思いますけれども、今年度の各都道府県

の審議会において、 44都道府県中 24県で中央が示した目安

額 50円を超える大幅な引上げ額となっています。特に、Ｃ

ランクの区分の県を中心に大幅な引上げとなっているかと

思います。こちらは、今まで国のランク付けによって引上

げ額を低く押さえつけられていた地方が、少しでも他県に

追い付こうとする意志の表れかと考えます。大井川知事も

本県の最低賃金の本来あるべき額より低く抑えられている

と指摘されていることを踏まえましても、まだ引上げの余

地はあるものと考えますので、この後の慎重な審議の方を

お願いして、発言を終わらせていただきます。ありがとう

ございました。  

 

ありがとうございました。ただ今の異議申出につきまし

て、何かご意見やご質問はございますか。  

 

（意見・質問等なし）  

 

ありがとうございました。  

それでは、これで異議聴取を終了いたします。  

 

（陳述人②退席、傍聴席へ）  

 

先ほどの公開のことについてなのですが、昨年もご説明

しましたが、非公開の部分については、答申の際に、かな

り詳しく説明しています。ですから、何か疑心暗鬼になら
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大森委員  

 

会  長  

 

 

大森委員  

 

会  長  

 

澤畑委員  

 

会  長  

 

 

 

会  長  

 

 

れるようなことは無いと思います。労使の主張も公益の見

解も審議のプロセスについて透明性を持っていると思いま

す。ただし、非公開の部分については、公開にすることに

よって率直な意見交換がかえって損なわれるということが

あったりするので、今のところ非公開にしているというこ

とがございます。ただし、できるだけ、ここまでは大丈夫

で は な い か と 確 認 し な が ら 、 公 開 に 努 め て い る と こ ろ で

す。この点、説明しておきたいと思います。誤解があると

いけないので、どうぞよろしくお願いします。  

それでは、異議申出に関して、労使双方からご意見を伺

いたいと思いますが、意見を集約するために打合せをする

時間が必要でしょうか。  

 

はい。  

 

わかりました。その上で、公労公使でお話を伺った方が

よろしければその時間を取りますがいかがしますか。  

 

大丈夫です。  

 

使用者側はどうですか。  

 

大丈夫です。  

 

では、休会といたしますので、よろしくお願いします。  

 

（休会。別室にて、労働者側委員協議）  

 

それでは、労使双方の代表の方からそれぞれご意見をお

伺いしたいと思います。まず、労働者側からお願いいたし

ます。  
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大森委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、私の方から、異議申出に対する労働者側の意

見を述べたいと思います。  

先ほど、６つの団体から異議申出と、意見陳述人からの

説明がございましたけれども、労働者側としても、ほぼ同

様 の 考 え 方 で 審 議 を さ せ て い た だ い た と こ ろ で ご ざ い ま

す。大きくは３点ございます。１つ目は、労働者の生活の

安定に資する絶対額水準の引上げを図ること、２つ目は、

物価高が続く中、特に低所得層の生計費に配慮すること、

３つ目は、経済実態を踏まえたランク内および隣県との格

差改善を図ること、この３点を基本に、具体的には、目安

を尊重しつつ時給 1,000円を確実なものとし、さらに、地域

間の格差是正を図るべく、審議をしてきたところでござい

ます。今年の審議は、物価高が続く中、実質賃金の低下が

続いており、また、春闘におきましては、 33年ぶりに５％

台の高水準となり、最低賃金引上げの期待感はかつてなく

大きい中で、大変難しい審議となったと感じています。と

りわけ、われわれ労働者側としては、最低賃金近傍で働く

労働者の厳しい生活実態も踏まえ、１円でも多くプラスに

したいという思いで審議をしてきました。結果として、茨

城 は 、 目 安 額 の 50円 を 超 え 52円 プ ラ ス と な り 、 昨 年 に 続

く、過去最大の上げ幅となりました。労働者側としては、

この額は決して十分な結果とは思っておりませんが、真摯

な審議によるものであり、一定の成果を得られたものと考

えています。労働者側としては、これ以上、審議を続け長

引 か せ る こ と は 、 混 乱 を 招 く も の と 考 え ま す の で 、 今 回

は、ここで審議を終了し、 10月１日の発効を是非担保した

い と 考 え て お り ます 。 今 回 、 1,000円 は 超 え ま し た けれ ど

も、地域間の格差や労働力の流出を考えると、まだまだ不

十分でございますので、来年度以降も、引き続き前向きな

審議をお願いしたいと思います。私の方からは、以上でご



11 

 

 

 

会  長  

 

 

澤畑委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長  

 

 

 

 

会  長  

 

 

 

ざいます。  

 

ありがとうございました。それでは、使用者側からお願

いいたします。  

 

使用者側でございますが、これ以上の審議は不要という

考え方でございます。理由としましては、本年度の審議を

進めていく中で、議論の争点となりました生計費の上昇と

いう観点から、最低賃金を引き上げていくことの必要性に

つきましては、これまでも申し上げてきましたとおり、使

側といたしましても理解はできますが、一方で、特に地場

中小企業の皆さんにおかれましては、支払い能力の有無に

関わらず、全ての企業に適用されるため、急激な上昇を避

け、緩やかな上げ幅でお願いしたい、と申し上げてまいり

ました。結果、昨年に続き過去最大の上げ幅となり、企業

の負担はますます増えてまいります。  

改 め ま し て 、 従 業 員 や そ の 家 族 の 生 活 が 守 ら れ ま す よ

う、これまで以上の負担が強いられる、特に中小企業の皆

さんに対し、きめの細かい行政からの支援・施策を展開い

ただけますようお願い申し上げます。使側からは以上で ご

ざいます。  

 

ありがとうございました。ただ今、労使双方のご意見に

ついて、ご意見等ございますか。  

 

（意見等なし）  

 

では、ここで公益の見解を述べるのですけれども、一旦

公益で打合せをさせていただきたいので、休会といたしま

す。  
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会  長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（休会。別室にて、公益委員協議）  

 

それでは、ただ今、労使双方からそれぞれのご意見を賜

りました。労働者側からは、十分満足しているわけではな

いけれども、ぎりぎりの審議をした結果であるというお話

でしたし、使用者側からは、最低賃金の引上げの必要性は

理解しているけれども、中小企業の状況を踏まえて一定の

ところで抑えてほしいというご意向だということです。こ

れに対して、公益見解としては、基本的に前回もお話をし

たところですけれども、中央最低賃金審議会では、各地方

の最低賃金審議会は、地域の経済の実情を考慮して決める

ようにということをメッセージとして強く発しています。

つまり、目安はあくまで目安であって、消費者物価を上回

ることとか、賃金上昇率とか、地域間格差の是正とか、い

ろいろなものを踏まえて、地域の実情を考慮した上で決め

るようにということでした。それをふまえて、茨城地方最

低賃金審議会の公益見解としては、目安 50円プラス２円の

52円引上げの 1,005円という結論にしたいと思います。その

公益見解の根拠については、７月末に発表されていた直近

６月の雇用情勢によると、新規の求人倍率は２倍を超えて

いますが、求人の充足率は、正社員で１割程度、常用パー

トでも２割に満たないという水準にあるということ。人材

確保の観点では、新規求人倍率が３倍を超える求人規模が

極めて大きい東京圏への流出を防止し、できるだけ首都圏

からの転入を促すことが必要なのではないかということ。

最後に、茨城県の最低賃金は全国 15位ですが、これに対し

て、最賃決定の参考資料である総合指数が９位、１人当た

り県民所得は全国７位、これは直近で 2022年の数字です。

所定内給与全国９位、きまって支給する現金給与総額全国

10位という水準にあります。現在の最低賃金の水準が経済

的なものとの見合いが低くなっているのは、Ｂランクから
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委  員  

 

会  長  

 

 

 

 

 

室  長  

 

会  長  

 

賃金係  

 

会  長  

 

委  員  

 

会  長  

Ｃランクに落ちた期間がそれなりにありまして、その間に

形成されたもので、すぐに解消できるものとは言えなかっ

たとしても、県の経済力に見合った水準に一定期間内に引

き上げることが、茨城地方の経済社会の持続可能性を考え

る上で大切だと公益としては考えます。したがって、公益

としては目安にプラスアルファすることが妥当だと考えた

わけですけれども、公労公使の審議においてもそれぞれ真

摯に丁寧に議論を尽くし、その上で、これ以上の調整は難

しいと判断し、引上げ額が過去最高であることなども踏ま

えまして、 52円引上げの時間額 1,005円を公益見解といたし

ましたが、よろしいでしょうか。  

 

（異議なしの声）  

 

労使双方から答申どおりのご意見を賜りましたので、８

月５日の審議会の答申どおりとするという結論を局長に答

申したいと思います。よろしくお願いいたします。  

では、この異議申出に対する答申内容について、事務局

の方で答申文 (案 )のご用意はできてますでしょうか。  

 

大丈夫です。  

 

それでは、答申文 (案 )の朗読をお願いします。  

 

（答申文 (案 )の朗読）  

 

この答申文案でよろしいでしょうか。  

 

（異議なしの声）  

 

ありがとうございます。それでは、答申文の（案）を削
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会  長  

 

局  長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長  

 

 

 

除してください。これから局長に答申いたします。  

 

（会長から局長に答申文を手交）  

 

それでは、ここで局長からご挨拶がございます。  

 

それでは、一言お礼申し上げます。  

ただ今、茨城県最低賃金の異議の申出の諮問に対しまし

て、本年８月５日付け答申どおり決定することが適当であ

る旨の答申をいただきました。ありがとうございます。こ

れによりまして、茨城県最低賃金につきましては、 52円引

き上げまして、時間額 1,005円と決定するということで、今

後の手続きを進めていきたいと思っております。この間、

真摯にご議論いただき、答申を取りまとめていただきまし

委 員 の 皆 様 に 、 改 め て 深 く 感 謝 の 意 を 表 し た い と 思 い ま

す。本当にありがとうございました。今後、速やかに官報

公示を行った上で、 10月１日火曜日からの効力発生という

ことで手続きを進めていきたいと思います。労働局といた

しましては、最低賃金の周知広報、履行確保をはじめ、支

援策の活用促進を含めて、しっかりと取り組んでいきたい

と思っておりますので、何卒引き続きご協力をよろしくお

願いしたいと思います。  

また、委員の皆様には、引き続き特定最賃のご審議をお

願いしているところであります。暑い中ご苦労をおかけい

たしますが、よろしくお願い申し上げまして、お礼の挨拶

とさせていただきます。ありがとうございました。  

 

そ れ で は 、 こ の 結 果 に つ き ま し て 、 今 後 発 効 さ れ た の

ち、労使の関係者、茨城労働局の方々、あるいは、自治体

の皆様方には、最低賃金水準の履行が確実に行われるよう

に周知啓発に努めていただくようどうぞよろしくお願いい
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室  長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長  

 

 

全委員  

たします。  

では、異議申出の件につきましては、これにて終了とさ

せていただきます。ありがとうございました。  

なお、茨城県最低賃金専門部会については、茨城県最低

賃金専門部会運営規程第９条に基づき、異議申出期限８月

20日 を も っ て 廃 止 と な っ て い ま す の で 、 ご 報 告 い た し ま

す。それでは、茨城県最低賃金の効力発生日および今後の

日程等について、事務局に説明をしていただきます。  

 

それでは説明させていただきます。まず、効力発生日に

ついてです。本日、異議申出審議にかかる答申をいただき

ましたので、官報公示の入稿の手続きを行い、８月 31日か

ら 30日間の官報公示を行います。効力発生日については、

答申をいただいた内容のとおりで、指定発効 10月１日火曜

日となる見込みです。次に、今後の審議会の日程について

ですが、日程の確保、調整等につきましては、皆様のご協

力を賜りありがとうございます。次回は、特定最低賃金に

関する改正の必要性についての審議となりますが、第五回

本審を９月３日火曜日 10時から、第六回本審を９月 10日火

曜日 13時 30分から、両日ともこの場所で開催いたします。

審議内容につきましては、業種毎、労使双方の参考人から

の意見陳述、意見聴取後、改正必要性についての審議、結

審、答申をいただいた後、金額改正の諮問を行う予定とな

っております。なお、参考人の意見陳述については、３産

業、労使双方合わせて６名の方に意見陳述を行っていただ

く予定です。以上です。  

 

ただ今のご説明につきまして、ご意見やご質問等はござ

いますか。  

 

（意見・質問等なし）  
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会  長  

 

 

 

 

 

 

 

な け れ ば 、 以 上 で 本 審 議 会 を 終 了 と い た し ま す 。 次 回

は、９月３日火曜日午前 10時から第五回本審がこの場所に

て開催されます。第五回本審では、茨城県特定最低賃金改

正決定に伴う必要性の審議にあたって参考人の方からご意

見を伺うことになっております。よろしくお願いいたしま

す。本日、これまでの審議、お疲れさまでした。これにて

終了といたします。ありがとうございました。  

 

 

 


